
令和７年４月８日
横浜市政策経営局経営戦略課

仕様書の項目 質問 回答

1
２ 業務内容
(1) 横浜市及び各行政区の動態
の分析

「本市及び各行政区の社会動態、自然動態の推移
等の状況を分析する。特に令和２（2020）年以
降の動態について、それ以前の趨勢との変化等に
着目した分析」とありますが、横浜市のHPでは
「男女、行政区、年齢区分別」は公表されていま
すが、「男女、行政区、年齢５歳階級別」あるい
は「男女、行政区、各歳別」でのデータを貸与い
ただけますでしょうか。

過去５か年分の、行政区別・男女別・年齢（５歳階級）別の転
入・転出数・死亡数及び行政区別・男女別出生数のデータを提供
します。

2

２ 業務内容
(2) 横浜市の今後の人口の見通
しの推計
ア 基準となる人口

基準となる人口として「令和７（2025）年１月
１日現在（時点）の横浜市の人口を基にした横浜
市の男女別・年齢（各歳）別人口」とあります
が、「２ 業務内容」のところに「令和７
（2025）年１月１日現在の横浜市の推計人口等
を基準とした」とありますように「直近の国勢調
査の結果をもとに、毎月の出生・死亡・転入・転
出等を加減し、令和７（2025）年１月１日現在
で算出」した「推計人口」を基準となる人口とし
て推計を行うのでしょうか。あるいは「住民基本
台帳による人口」を基準となる人口として推計を
行うのでしょうか。

令和７（2025）年１月１日現在で算出」した「推計人口」を基準
となる人口として推計を行います。
ただし、年齢不詳人口については、年齢別に案分して推計する想
定です。

3

２ 業務内容
(2) 横浜市の今後の人口の見通
しの推計
ア 基準となる人口

これまで横浜市の将来人口推計は国勢調査の調査
年次を基準年とし、基準となる人口も国勢調査の
結果を使用していたかと存じますが、過年度の推
計結果の比較や乖離分析等を行いますでしょう
か。

過年度の推計結果の比較や乖離分析等については、実施を想定し
ていません。

4

２ 業務内容
(4) 横浜市及び行政区別の今後
の世帯数の見通しの推計
ア 基準となる時点及び世帯数

基準となる時点及び世帯数として「令和７
（2025）年１月１日現在（時点）の横浜市の人
口等を基にした横浜市及び行政区別の世帯主の男
女別・年齢（５歳階級）別・家族類型別一般世帯
数」とありますが、横浜市のHPで公表されてい
る世帯数は総数であるかと存じますが、「令和７
（2025）年１月１日現在（時点）の横浜市の人
口等を基にした横浜市及び行政区別の世帯主の男
女別・年齢（５歳階級）別・家族類型別一般世帯
数」を貸与いただけると考えてよいのでしょう
か。それとも国勢調査の結果である横浜市及び行
政区別の世帯主の男女別・年齢（５歳階級）別・
家族類型別一般世帯数を基に、令和７（2025）
年１月１日現在（時点）の横浜市及び行政区別の
世帯主の男女別・年齢（５歳階級）別・家族類型
別一般世帯数を別途推計する、ということになり
ますでしょうか。

国勢調査の結果である横浜市及び行政区別の世帯主の男女別・年
齢（５歳階級）別・家族類型別一般世帯数を基に、令和７
（2025）年１月１日現在（時点）の横浜市及び行政区別の世帯主
の男女別・年齢（５歳階級）別・家族類型別一般世帯数を別途推
計することを想定しています。

5
仕様書
４ 成果品及び納期限

「(1) 動態の分析及び今後の人口等の見通しの推
計の速報値データ」につきまして「２ 業務内
容」の(1)から(4)までのすべての推計結果の速報
値を納品する、ということになりますでしょう
か。

「２ 業務内容」の(1)から(2)までの推計結果の速報値の納品を想定
しています。

「令和７（2025）年度　今後の人口等の見通し推計業務委託」に対する質問回答



6
仕様書
４ 成果品及び納期限

「(1) 動態の分析及び今後の人口等の見通しの推
計の速報値データ」と「(2) 動態の分析及び今後
の人口等の見通しの推計の確報値データ」の間に
将来仮定値の元となるデータ（出生・死亡・転
入・転出等）の最新データが公表され、データの
更新を行う、ということは発生するでしょうか。

最新データの公表は想定していません。
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